
 

 

 

       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
  

 

どんな事件ですか？ 

○ 本件は，二次下請の従業員Ｘが樹木剪定
中の転落事故による後遺障害について，二
次下請及びその代表者，一次下請，元請に
対して，安全配慮義務違反を理由とする債
務不履行又は不法行為による損害賠償を求
めた事案です。  

○ 地裁は，二次下請及びその代表者の損害
賠償責任を認めましたが，一次下請及び元
請の損害賠償責任を認めなかったため，Ｘ
が控訴しました。 

この判例で注目すべきところは何ですか？ 

○ 元請は下請の従業員に対して原則安全配慮義務を負わないが，指示が具体的に同従業員に
及んでいる場合は，特別な社会的接触の関係が認められ，同義務を負うとされました。 

○ 一次下請及び元請は，Ｘを直接指揮監督する関係にはありませんでしたが，自ら指定した

方法で安全を確保できるという誤った認識の下，その徹底の指示をＸに及ぼしていたことが

重視され，間接的な指揮監督関係にとどまっていても損害賠償責任が認められました。 

 

何が問題となったのですか？ 

○ Ｘの転落事故について，二次下請の従業
員Ｘと労働契約関係にない一次下請及び元
請が安全配慮義務違反による債務不履行責
任又は過失による不法行為責任を負うよう
な安全確保上の指揮監督関係にあったかが
問題となりました。  

※二次下請及びその代表者は，控訴しませんでし
た。 

 

裁判所はどう判断したのですか？ 

１ 元請による下請の従業員に対する安全配慮義務について，次のとおり判断されました。 
 ○ 原則として，元請は下請の従業員に対して安全配慮義務を負わないが，同従業員が元

請の設備，工具などを用いていたか，元請の指揮，監督を受けていたか，元請の従業員
の作業内容と類似していたかなどの事情に着目して判断した結果，特別な社会的接触の
関係が認められる場合，信義則上，同義務を負う。 

２ 一次下請及び元請とＸとの関係について，次のとおり判断されました。 
○ 一次下請は二次下請に対して，安全マニュアルを配布し，具体的かつ厳守を求める指
示を行い，さらにこの指示は，二次下請を通じてＸにも及んでいた。 

○ 元請は一次下請に対して，安全指示書のやり取りなどによって，安全帯の着用・使用
に関する具体的な指示や遵守状況の確認も行っており，さらにこの指示は，一次下請か
ら二次下請を通じてＸにも及んでいた。 

○ 以上のことから，一次下請及び元請とＸとの関係は，特別な社会的接触の関係を肯定
するに足りる指揮監督関係があった。 

３ 一次下請及び元請の責任について，次のとおり判断されました。 
○ 一次下請及び元請は，自ら指定する「安全帯の一丁掛け」（注）という方法で安全確保
ができるとの誤った認識の下，より安全な「安全帯の二丁掛け」によらず，一丁掛けの
徹底の指示をＸに及ぼしていたが，一丁掛けでは，労働安全衛生規則518条２項の「労
働者の危険を防止するための措置」が何ら講ぜられていないことになる。 

 ○ 両者は，一丁掛けの徹底の指示をＸに及ぼしていたことから，安全配慮義務違反によ
る債務不履行責任及び過失による不法行為責任を負う。  

  （注）安全帯とは，ベルトにつながっているひものことで，１本を一丁掛け，二本を二丁掛けとい

う。 
４ 本事件の結論 
○ Ｘの請求が一部認容され（Ｘの過失と相殺して請求額を減額），一次下請及び元請に損

害賠償を命じました。なお，この判決は最高裁で確定しています（上告棄却，上告不受
理 平成 31 年３月５日 最三小決定）。  

 

【事件名】日本総合住生活ほか事件（東京高裁平成 30.4.26 判決） 

～二次下請従業員の転落事故において一次下請・元請の損害賠償責任が認められた事例～ 


